
法定計画の作成イメージについて 

 

 
公共交通体系づくりの基本計画 

 
法定計画（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律） 

  バス活性化基本計画 地域公共交通網形成計画 地域公共交通再編実施計画 

概
要 

○平成 27年 8月策定 

○市が策定した任意計画 

○計画期間：15年 

○公共交通の基本的な考え方を示した長期計画 

○平成 27年度中作成（予定） 

○市が作成する法定計画 

○計画期間を 5年とし、5年ごとに見直すことを規定 

○具体的な公共交通ネットワークを位置付けた計画 

○平成 28年度以降作成（予定） 

○市が作成する法定計画であり、大臣認定が必要 

○計画期間を 5年とするが、調整が図られたものについて適宜、追加・変更する 

○地域別などに具体的な運行事業者やダイヤなど運行計画を位置付けた計画 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
交
通
結
節
点 

○各階層の路線・結節点の定義を位置付け 

・基幹公共交通ネットワーク：都心と拠点地区、又は、拠点地区相互を結ぶネットワ
ーク（ＪＲ、アストラムライン、路面電車、基幹バス） 

・デルタ内準基幹公共交通ネットワーク：デルタ内の各エリアから都心、又は、拠点
地区へのアクセスを担うネットワーク（路面電車、デルタ内拠点アクセス補完バス） 

・郊外部補完公共交通ネットワーク：郊外部において、主に基幹公共交通までのアク
セスを担うネットワーク（郊外部アクセス補完バス） 

・地域公共交通ネットワーク：他の３つのネットワークではカバーしきれない地域の
交通を担うネットワーク（地域バス） 

・交通結節点：各階層の公共交通ネットワークを結びつけ、公共交通機関相互を連携
させる（デルタ内交通拠点、郊外部交通拠点、乗継地点） 

○基本計画の定義に基づく具体的なネットワーク・結節点を位置付け 

・5 年間で維持・導入すべきネットワークを具体的に記載（鉄軌道は既存路

線がベースとなる。バスは再編後の路線を記載することになるが、運行事

業者の別は示さない。） 

[バス路線再編の具体化の程度] 

・基幹バス：具体的な区間を指定（経由地の違いなど詳細までは設定しない） 

・デルタ内・郊外部補完バス：現況の路線をベースに、拠点となる結節点ご

とに各地域のある程度具体的な路線を記載 

・地域バス：導入を検討する候補エリアを抽出して記載 

○形成計画に基づき具体的な運行計画を位置付け 

・運行事業者やダイヤ、運賃体系など、具体的な運行計画まで示す 

※現況より変更（≒再編）のある路線については、事業者が運送法に基づき提出す

る事業計画と同様のものが必要 

[バス路線再編の具体化の程度] 

・運行経路や停留所位置の具体的な箇所、運行事業者、ダイヤ、運賃体系な

どまで記載 

個
別
施
策 

○今後取り組んでいくべき施策について項目出しをし、対象となる階層や実

施主体、およその実施時期を記載 

（例）ＪＲ：ＪＲ可部線の輸送改善、駅舎のバリアフリー化など 

路面電車：低床車両の導入、駅前大橋ルートの整備など 

バス：路線再編、バスロケ導入、デマンド運行など 

○基本計画を基に、5年間で実施する事業について抽出 

・対象エリアや路線を記載 

※可能なものは基本計画よりブラッシュアップ 

※基本計画に位置付けていない施策についても適宜記載 

○個別具体的な施策 

・具体的な箇所や内容、実施主体、事業費などを記載 

※可能な施策については、計画を作成していなくても適宜取り組む 

目
標 

記載なし ○15年後の全体目標を設定 

○階層ごとの目指すべきサービスレベ

ルのイメージ 

○5年間の定量的な全体目標を位置づけ 

○路線ごと、地域ごとなどの目標とするサービスレベルを位置づけ 

（基本計画をベースに、可能な部分についてはブラッシュアップ） 

記載なし 

体
制 

○実施体制：行政、事業者、市民の役割分担を記載 ○実施体制：基本計画をベースに、必要があれば掘り下げる ○実施体制：路線や個別施策において実施者が記載してある 

○評価体制：記載なし ○評価体制：目標の評価体制・方法などについて記載 

・PDCAサイクルの構築 

○評価体制：記載なし 

計
画
へ
の
記
載
内
容
の
イ
メ
ー
ジ 

■基幹公共交通の体系イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■具体的な公共交通ネットワークの位置付け 

◎基幹公共交通 

 

 

 

 

                                 ◎郊外部補完交通・地域公共交通ネットワーク  

 

 

 

 

 
 

                   

 

■具体的な運行事業者やダイヤなど運行計画の位置付け（可部地区のイメージ） 

バス優先信号

バスレーン

可部駅

待合環境改善

結節点整備

共通定期

電化延伸

広島駅

都心

横川

可部駅

待合環境改善

大畑

南原

温泉ヶ丘

桐原

今井田・筒瀬

虹山
勝木台

飯室

桐陽台

大林

電化延伸

フィーダー化

資 料 ５ 

可部駅

●●バス

□□交通

現行から変更の
ない路線

直通便のフィーダー化
（現況から変更したもの）

可部 180

●●

●●

180

180

180

210

200

●●

●●

●●

●●

200

240

220

180

180

220

260

250

200

180

180

250

310

280

220

運賃表

20      40   55 406時

時刻表 ○○線 ●●バス㈱

10  20  30  40  50 20  40  20  40  7時

00  15   30    45 00  20  40 00  20  408時

00  15   30    45 00    30 00    309時

00  15   30    45 00    30 00    3010時

00  15   30    45 00    30 00    3011時

00  15   30    45 00    30 00    3012時

00  15   30    45 00    30 00    3013時

00  15   30    45 00    30 00    3014時

00  15   30    45 00    30 00    3015時

00  15   30    45 00    30 00    3016時

00  15   30    45 00    30 00    3017時

00  15   30    45 00    30 00    3018時

00  15   30    45 00    30 00    3019時

00  15   30    45 00    30 10       5020時

00  30    00    30 3021時

00  30    22時

平日 土曜 日祝


